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第５次大船渡市男女共同参画行動計画の概要 

第１章 基本的な考え方 第２章 現状と課題 

１ 計画策定の趣旨 

(1) 男女共同参画の推進は、女性が輝く場、活躍する場を拡大するこ

とで社会を支える力の増大を図り、社会全体の発展にも深く寄与す

る取組である。 

(2) 本市では、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な実施

を図るため、平成15年に大船渡市男女共同参画行動計画を策定し、

以後、改訂を行いながら各般の取組を推進してきた。 

(3) これまでの男女共同参画に関する取組の成果と課題を踏まえ、よ

り一層推進するため、新たな計画を策定するものである。 

 

２ 計画の位置付け 

(1) 男女共同参画社会基本法及び大船渡市男女共同参画推進条例に基

づく計画 

(2) 「大船渡市総合計画2021」を始め、各種計画との整合を図った男女

共同参画に係る行政運営の基本指針 

(3) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進

法）に規定する「市町村推進計画」に位置付け 

(4) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に掲げる、「５ジェンダー平等と

女性・女児のエンパワーメント」の達成など、17の全てのゴールの達

成への貢献 

 

３ 計画期間 

令和５年度から令和９年度までの５年間 

 

４ 計画の推進と進捗管理 

(1) 計画の推進 

大船渡市男女共同参画審議会などを通じて市民の意向を随時把握

するとともに、参画の輪を広げながら取り組む。 

(2) 計画の進捗管理 

計画の進捗状況や目標指標の達成度などについて、毎年度、大船渡

市男女共同参画審議会などで評価・検証を行い、その結果などを公表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第４次大船渡市男女共同参画行動計画の検証 

(1) 基本目標１ 「一人ひとりが尊重されるまち」 

目標指標 
(策定時) 

R4目標 
R3実績 

「男女共同参画社会」という言葉を知って

いる人の割合 

(86.1％) 

100.0％ 

 

86.8％ 

「性別による違いが個性や能力を発揮す

る上で制約になっていない」と答えた市

民の割合 

(35.2％) 

50.0％ 

 

45.1％ 

社会通念・慣習・しきたりにおいて男女の

地位が不平等と感じている人の割合 

(73.7％) 

60.0％以下 

 

73.7％ 

 (2) 基本目標２ 「男女がともに参画し合うまち」 

目標指標 
(策定時) 

R4目標 
R3実績 

審議会、委員会などにおける女性委員登

用率 

(32.9％) 

40.0％ 

 

35.0％ 

男女共同参画サポーター認定者数 
(23人) 

33人 

(目標達成) 

37人 

「生涯学習に関する情報が十分提供され

ている」と答えた市民の割合 

(19.0％) 

45.0％ 

 

22.0％ 

「市民主体のまちづくり活動が活発であ

る」と答えた市民の割合 

(17.8％) 

40.0％ 

 

28.7％ 

 (3) 基本目標３ 「男女がともに支え合うまち」 

目標指標 
(策定時) 

R4目標 
R3実績 

家族経営協定締結数 
(16件) 

21件 

 

17件 

家族で農林漁業、商工自営業に従事し

ている方の経営方針、作業内容、収益の

配分など、事業経営について「家族で話

し合って決めている」と答えた市民の割合 

(28.4％) 

50.0％ 

(目標達成) 

59.8％ 

職場において男女が平等と感じている人

の割合 

(20.5％) 

30.0％ 

 

25.0％ 

「ワーク・ライフ・バランス」の内容を知って

いる人の割合 

(43.9％) 

60.0％ 

 

44.5％ 

「仕事と子育てが両立できる環境にある」と

答えた市民の割合 

(29.4％) 

50.0％ 

 

29.4％ 

「介護や福祉のサービスが充実している」と

答えた市民の割合 

(30.4％) 

50.0％ 

 

36.1％ 

 (4) 基本目標４ みんなが健康で安心して暮らせるまち 

目標指標 
(策定時) 

R4目標 
R3実績 

妊娠11週(３カ月)以内での妊娠届出率 
(95.7％) 

100.0％ 

 

91.3％ 

市の健康診査の受診率 
(35.3％) 

60.0％ 

 

37.0％ 

ＤＶ防止法の名称または内容を知ってい

る人の割合 

(83.9％) 

90.0％ 

(目標達成) 

92.3％ 

「ＤＶ被害などについて相談窓口があるこ

とを知っている」と答えた市民の割合 

(28.4％) 

50.0％ 

 

32.5％ 
 

２ 男女共同参画社会に関する市民・事業者アンケート調査などの検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検証により顕在化した課題 

(1) 社会通念・慣習・しきたりなどに残る、性別による固定的な役割 

分担意識の払拭 

(2) 多様な性的指向・性自認への理解促進 

(3) 家事・育児・介護に係る家庭における女性の負担の軽減 

(4) ＤＶや生活困窮などの課題を抱える対象者への支援強化 

(5) ワーク・ライフ・バランスの改善 

(6) 働きやすい職場環境づくり 

意識啓発事業との連動などにより、これらに関する各種の取組を効果的
に推進する必要がある。 

進捗状況 

検証結果 

調査 

審議 

 

大船渡市 

男女共同参画審議会 

・計画の進捗状況、 

目標指標の達成度 

に係る外部評価 

市民 

事業者 

機関・団体 

連携 
市 長 

関係各課 

・具体的取組の実施 

大船渡市 

男女共同参画室幹事会 

・庁内における計画の 

進捗管理 

公表 

0.89%
1.43%

2.45%
1.07%

2.16%

6.33%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

国 岩手県 大船渡市

転出超過者数の割合

男性 女性

14.2%

17.5%

13.6%
11.8%

16.2%

7.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

家事 育児 介護

家事・育児・介護を同程度分担

していると回答した人の割合

男性 女性

26.4% 28.6%
20.8%

52.8% 58.0%
65.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

募集

採用

賃金 昇進

募集や採用における

男女の優遇・平等感

男性を優遇 男女平等

(1)市民アンケート調査の検証 

○男女の地位について、「男性が優遇

されている」と答えた人の割合が依

然として高い。 

○家事・育児・介護について、「同程

度分担」と回答した人の割合は２割

に満たない。 

○ワーク・ライフ・バランスの現状に

ついて、性別や年代にかかわらず

「仕事優先」と答えた人の割合が高い。 

○性別にかかわらず暴力を受けてい

る人や、性的少数者が一定数いる。 

(2) 事業者アンケート調査の検証 

○「賃金」・「募集や採用」・「昇進」な

どで男性を優遇しているとした事

業者が一定数ある。 

○育児休業の取得人数・取得期間は、

女性従業員と男性従業員で大きな

隔たりがある。 

○育児・介護休業制度活用の課題は、

「代行要員の確保及び費用」と「周

囲の従業員の業務負担増」と答えた

割合が高い。 

(3) 関係資料の検証 

○本市の 10～20 代の人口に対する転

出超過者数の割合は、男性より女性

が 2.5 倍高い。 

 

１ 
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第３章 計画の内容 

 《目指すまちの姿》 

「誰もが自分らしさを互いに認め合い、暮らし続けたいまち大船渡」 
男女共同参画社会の実現は、性別や年齢などにかかわらず、誰もが自分らしく活躍できる社会であるとともに、そのような「まち」は誰もが暮らしやすい「まち」です。 

基本目標１ 自分らしさが輝く地域社会の形成 基本目標２ ともに支え合う家庭生活の実現 基本目標３ 安心して働ける魅力ある職場環境づくり 

【女性活躍推進法に基づく推進計画】 

【具体的取組】 

１ 地区と行政の協働のまちづくりと連動した女性や若者の意思

決定過程及び実践活動への参画拡大 

(1) 協働推進事業 

(2) 地区・地域の防災活動への女性参画促進 

(3) 審議会・委員会における女性委員の登用推進 

(4) 地区・地域コミュニティにおけるインターネット(ＳＮＳなど)を活用し

た情報交換の推進 

(5) 市民活動支援事業 

２ (仮称)「男女共同市民会議」の開催と男女共同参画サポーター

の養成 

(1)  (仮称)「男女共同市民会議」の開催 

(2) 男女共同参画サポーター養成事業 

３ 多様な性の在り方に対する理解促進 

(1) 性的少数者に対する理解促進 

(2) パートナーシップ制度の導入に係る検討 

(3) 幼児・児童・生徒の性に対する理解促進と男女平等教育の充実 

(4) 学校保健事業 

【具体的取組】 

１ 家事･育児･介護への男性の参画拡大と家庭生活でのワーク･ラ

イフ･バランスの改善 

(1) パパママ教室開催事業 

(2) 父子
お や こ

の料理教室開催事業 

(3) パートナーと介護予防講座開催事業 

(4) 家庭教育学級開催事業 

２ 利用しやすい保育・介護サービスを目指した環境整備 

(1) ＩＣＴを活用した保育サービスの利用手続などの簡素化 

(2) 保育サービスの利用に係る相談支援 

(3) 子育てに関する提供情報の拡充 

(4) 子育て支援機関（機能）の拡充 

(5) ＩＣＴを活用した介護サービスの利用手続などの簡素化 

３ ＤＶや生活困窮などの課題を抱える対象者への支援と相談窓

口などの周知強化 

(1) 相談窓口の連携強化 

【具体的取組】 

１ 性別による仕事の内容や待遇の格差の解消 

(1) 男女雇用機会均等法などの遵守徹底 

(2) 一般事業主行動計画の策定促進 

(3) 「大船渡市働く婦人の家」の在り方検討 

２ 職業における女性の活躍支援 

(1) キャリアアップ講座やリカレント教育の推進 

(2) 中学校におけるキャリア教育の推進 

(3) 女性等就業相談員による就職支援 

３ 職場でのワーク・ライフ・バランスの改善 

(1) 事業者への働き方改革に関する情報提供と実践支援 

(2) 「ワーク・ライフ・バランス」の改善に関する被雇用者の理解促進 

(3) 「くるみん」や「いわて子育てにやさしい企業」の拡大 

(4) 職場におけるデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)の推進 

４ 育児・介護と仕事を両立できる職場環境づくり 

(1) 事業者における育児・介護休業制度の活用促進 

(2) 育児・介護休業制度に関する被雇用者の理解促進 

５ 女性活躍に向けた取組を市が率先して推進 

(1) 管理職や監督職への女性職員の登用 

(2) 男性職員の育児参画の促進 

(3) 仕事と家庭生活･社会活動の両立に向けた相談体制の充実 

【目標指標】 

指  標 
令和３年度 

【実績値】 

令和９年度 

目標値 

「性別による役割分担意識（「男は仕事、女は家

庭」など）はない」と答えた市民の割合 
42.8％ 50.0％ 

各種審議会などにおける女性委員登用率 35.0％ 40.0％ 

（仮称）「男女共同市民会議」の参加者数（累計） － 延べ100人 

男女共同参画サポーターの認定者数（累計） 37人 57人 

「ＬＧＢＴなどの言葉の意味を知っている」と答えた

市民の割合 
51.0％ 70.0％ 

 

【目標指標】 

指  標 
令和３年度 

【実績値】 

令和９年度 

目標値 

「家庭内で男女が家事（炊事、掃除、洗濯、子

育て、介護など）の分担をしている」と答えた市

民の割合 

40.8％ 45.0％ 

家事・育児・介護への男性の参画拡大に資す

る講座・教室の参加者数（累計） 
 延べ97人 延べ500人 

「保育サービスが充実している」と答えた市民の

割合 
37.7％ 45.0％ 

「ＤＶ被害などについて相談窓口があることを知

っている」と答えた市民の割合 
32.5％ 70.0％ 

 

【目標指標】 

指  標 
令和３年度 

【実績値】 

令和９年度 

目標値 

「職場の仕事の内容や待遇で男女の差がない」

と答えた勤労者の割合 
54.5％ 60.0％ 

女性の活躍促進に資する講座や教室の開催

回数（累計） 
延べ 36回 延べ 200回 

「くるみん認定・えるぼし認定・いわて子育てに

やさしい企業等認証・いわて女性活躍企業等

認定制度」の認定・認証企業数（累計） 

延べ 

23事業者 

延べ 

30事業者 

「仕事と子育てが両立できる環境が整っている」

と答えた市民の割合 
29.4％ 40.0％ 

「育児休暇や介護休暇が取得しやすい」と答え

た勤労者の割合 
49.6％ 60.0％ 

市男性職員の育児休業取得割合 25.0％ 30.0％ 

市職員の管理職に占める女性の割合 15.9％ 20.0％ 
 

２ 
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第５次大船渡市男女共同参画行動計画の進捗状況等の評価・検証について 

 

第５次大船渡市男女共同参画行動計画（計画期間：令和５年度～令和９年度）については、

毎年度、大船渡市男女共同参画審議会及び大船渡市男女共同参画室幹事会において、計画の

進捗状況や目標指標の達成度などについて評価・検証を行いながら、より実効性のある取組

を展開することとしています。 

令和６年度の評価・検証については、次のとおり実施します。 

 

１ 評価の対象 

第５次大船渡市男女共同参画行動計画に掲げた基本目標における各種事業を評価の対象

とします。 

２ 評価の時期 

原則として、前年度末までの実績を翌年度に評価します。 

３ 評価の観点 

基本目標ごとに、実績値の推移や具体的取組として掲げる各種事業の成果などを踏まえ

て、その達成状況を明らかにします。 

４ 評価方法 

別添資料１「 第５次大船渡市男女共同参画行動計画 令和６年度の取組状況」に基づき、

大船渡市男女共同参画審議会に対し評価等を求めます。 

⑴ 目標指標の 達成率」 達成率区分」について 

項 目 説 明 

達 成 率 
令和９年度目標値に対して、令和６年度実績値がどの程度達成された

か算定したもの。 

達成率区分 a:90％以上 b:70％以上90％未満 c:50％以上70％未満 d:50％未満 

⑵ 進捗度評価について 

評価区分 説 明 

Ａ 
基本目標に掲げる具体的取組が順調に進捗しており、目標を上回る成

果が得られている。 

Ｂ 
基本目標に掲げる具体的取組が着実に進捗しており、概ね目標どおり

の成果が得られている。 

Ｃ 
基本目標に掲げる具体的取組を実施する上で、課題等が確認されてお

り、目標とする成果が得られていない。 

Ｄ 
基本目標に掲げる具体的取組の実施に支障をきたしており、成果を得

るのが困難な状況にある。 

 



No 指 標

実績値 目標値
達成率

（R06/R09）
達成率
区分

備 考
R03 R04 R05 R06 R09

１
「性別による役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」
など）はない」と答えた市民の割合

42.8％ 41.3％ 47.8％ 47.5％ 50.0％ 95.0 a
【総合計画指標】
市民意識調査

２ 各種審議会などにおける女性委員登用率 35.0％ 35.5％ 34.0％ 32.5％ 40.0％ 81.3 b
【総合計画指標】
男女共同参画室 業務取得

３ (仮称)「男女共同市民会議」の参加者数（累計） ― ― 延べ37人 延べ94人 延べ100人 94.0 a 男女共同参画室 業務取得

４ 男女共同参画サポーターの認定者数（累計） 37人 42人 46人 52人 57人 91.2 a 男女共同参画室 業務取得

５
「LGBTなどの言葉の意味を知っている」と答えた市民
の割合

― 51.0％ ― ― 70.0％ ― ―
男女共同参画室 市民アンケート調査
（※５年ごとの調査）

第５次大船渡市男女共同参画行動計画 令和６年度の取組状況
【目標指標】

具体的取組 ⑴地区と行政の協働のまちづくりと連動した女性や若者の意思決定過程
及び実践活動への参画拡大

取組内容

・地区運営組織に女性や若者を含む多様な住民の参画を促進する。
・地区・地域の防災実践活動への女性の参加を促進する。
・各種審議会等への女性登用を推進する。
・地区・地域におけるインターネット(SNSなど)を活用した情報交換を推進する。
・市民活動支援補助金の交付を通じ、「ジェンダー平等」の推進等に取り組む市民
活動を支援する。

取組状況
と成果

・地区づくり計画策定に向けた住民ワークショップ等へ女性や若者を含む多様な住
民の意見が反映される仕組みづくりや参加要請方法の助言等の支援を行った。

・女性消防団員による女性消防団員確保に向けたＰＲ活動等を行った。
・高齢者などのデジタル不安解消に向けた講習会等を行った。
・市民活動支援補助金の交付を通じ、市民活動を支援した。

課 題 等

・地区・地域において、性別による固定的な役割分担意識が依然としてあることか
ら、多様な住民が参画し、意見を交わせる場づくりなどの支援を行っていく。

・防災意識や防災実践活動への女性参加を促しているが、参加が少ない状況である
ため、防災対策における女性の視点の必要性を伝えながら参加を促していく。

・高齢者などのデジタル不安解消に向けた講習会等を継続的に行っていく。
・市民の自主的な活動の誘発に向け、市民活動支援補助金を活用した取組の周知等
を行っていく。

基本目標１ 自分らしさが輝く地域社会の形成

具体的取組 ⑵(仮称)「男女共同市民会議」の開催と男女共同参画サポーターの養成

取組内容

・(仮称)「男女共同市民会議（市民ミーティング）」を開催し、参加者自らが男女
共同参画に係る活動を実践する気運を醸成し、新たな取組を誘発する。

・岩手県が実施するいわて男女共同参画サポーター養成講座の受講を促し、サポー
ター認定者を増やし、活躍する場の拡大を図る。

取組状況
と成果

・高校生や市内に勤めている方を対象とし実施した「おおふなと市民ミーティン
グ」において、働き方や若者が地元で働くために必要なこと等を話し合った。

・いわて男女共同参画サポーター認定者を対象とし実施した「おおふなと市民ミー
ティング」において、男女共同参画に係る実践活動の課題について話し合った。

・市広報紙や市ホームページ、SNS等を通じ、いわて男女共同参画サポーター養成
講座の周知を図ったほか、参集型講座の受講者に対し、交通費の一部を支援した。

課 題 等

・「おおふなと市民ミーティング」は、幅広い年齢層や多様な属性が参加すること
により、多様な交流や問題意識の共有、実際の活動につながる取組であり、テー
マや対象者を変えながら、継続して実施していく必要がある。

・当市における、男女共同参画に係る取組の実践協力者として、引き続き、いわて
男女共同参画サポーターの養成に協力していく。

具体的取組 ⑶多様な性の在り方に対する理解促進

取組内容

・性的少数者や、その関係者が適切な相談や支援を受けられるよう、専用相談窓口
を積極的に周知する。

・性的少数者に対する市民の理解促進を図りつつ、先進事例などを参考としたパー
トナーシップ制度の導入に係る検討を行う。

・子どもの発達段階に応じ、男女平等の概念や性の知識について指導する。
・早期から性の多様性や、男女の違いについて理解を深めるため、関係機関と連携
し、小中学校において講座を開催する。

取組状況
と成果

・市広報紙や市ホームページ等を通じ、機会を捉えながら、性的少数者の理解促進
に向けた周知を行うとともに、専門相談窓口の周知を行った。

・令和６年度に大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入し、
市ホームページ等で周知を図った。（令和７年３月31日現在、宣誓件数１件）

・保育の場において、性別による固定的な役割分担意識を植え付けることのないよ
う配慮し、保育サービスを提供した。

・全ての小中学校において、男女混合名簿を作成し、使用した。
・保健所と連携し、市内小中学校において、思春期保健出前講座を開催した。

課 題 等

・性的少数者やその関係者が適切な相談や支援が受けられるよう、引き続き相談窓
口の積極的な周知に努める必要がある。

・大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を、制度利用者が安心し
て利用できるよう、関係各所への理解促進と周知に努める必要がある。

・関係機関と連携し、発達段階に応じて、男女平等の概念や性の知識についての指
導を継続して行っていく必要がある。

総 評

・「おおふなと市民ミーティング」の開催、「大船渡市パートナーシップ・ファミ
リーシップ宣誓制度」の導入などの、各種取組が着実に実施されている。

・上記により、目標指標としている、市民意識調査における「性別による役割分担
意識はないと答えた市民の割合」等について、実績値が目標に近づいている。

・目標指標の一つである「各種審議会などにおける女性委員登用率」については、
前年度比1.5ポイント減となっている。要因としては、改選や委員の異動により、
委員の推薦依頼先からの推薦者が女性から男性になったことや、女性委員登用率
50％以上の審議会等において、男性の比率が高くなったこと等が挙げられる。

・引き続き、各種取組を実施するとともに、各審議会への女性委員の登用を推進し
ていく。

資料１

４
進捗度
評 価 Ｂ



No 指 標
実績値 目標値

達成率
（R06/R09）

達成率
区分

備 考
R03 R04 R05 R06 R09

１
「家庭内で男女が家事（炊事、掃除、洗濯、子育て、
介護など）の分担をしている」と答えた市民の割合

40.8％ 39.9％ 41.6％ 43.3％ 45.0％ 96.2 a 市民意識調査

２
家事・育児・介護への男性の参画拡大に資する講座・
教室の参加者数（累計）

延べ97人 延べ666人 延べ622人
延べ1,656人
（R6:延べ
1,034人）

延べ500人 331.2 a 男女共同参画室 業務取得

３ 「保育サービスが充実している」と答えた市民の割合 37.7％ 35.2％ 39.2％ 36.0％ 45.0％ 80.0 b
【総合計画指標】
市民意識調査

４
「ＤＶ被害などについて相談窓口があることを知って
いる」と答えた市民の割合

32.5％ 28.5％ 30.3％ 35.5％ 70.0％ 50.7 c 市民意識調査

【目標指標】

具体的取組 ⑴家事・育児・介護への男性の参画拡大と家庭生活でのワーク・ライ
フ・バランスの改善

取組内容

・パパママ教室の開催を通じ、子育ての正しい知識を身に付けてもらうとともに、
男性の家事や育児参画による分担・協力を促進する。

・父子の料理教室の開催を通じ、父親の家事参画への抵抗感の軽減と、子どもへの
「家事は性別にかかわらず誰もが行うもの」との意識醸成を図る。

・介護予防講座の開催等を通じ、介護に携わることへの価値観を高める。
・保護者が家庭教育上の共通の課題を学習する家庭教育学級を開催する。

取組状況
と成果

・子育ての基礎知識の学び、産後の家族の役割分担を考えるパパママ教室を４回開
催した。

・対象者を父親のほか祖父に拡大し「お父さんも♪おじいちゃんも♪キッズクッキ
ング」を１回開催した。

・健康づくり（腸活など）や生活（お金、お墓など）を学ぶ「65歳からの充実ライ
フ講座」を６回開催した。

・子育てに関する具体的な対処方法や食育を学ぶ学習会を７回開催した。

課 題 等

・父親の育児参加は、母親の育児負担感の解消など、安定した子育てと子どもの健
やかな成長につながることから、パパママ教室の充実を図る。

・より多くの参加者につながるよう、父子の料理教室、介護予防講座等の内容や周
知方法等について検討を行う。

・家庭教育学級の実施にあたっては、教育振興運動等と連携し、効果的かつ効率的
な学習機会の提供を図る必要がある。

基本目標２ ともに支え合う家庭生活の実現

具体的取組 ⑵利用しやすい保育・介護サービスを目指した環境整備

取組内容

・ICTを活用した保育サービス、介護サービスの利用手続の簡素化を行う。
・多様な利用者の状況に応じた保育サービスの利用相談などを行い、利用者の利便性
の向上を図る。

・「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を統合した行政機
関と屋内の遊び場としての交流機能を有する「大船渡市こども家庭センター」の開
設を検討する。

取組状況
と成果

・保育所利用申込に際し、チラシや市ホームページ「つばきっず」を通じてマイナポ
ータル（ぴったりサービス）を使用したオンライン手続の周知を図った。

・家族構成や就労状況、妊娠出産など、相談者の家庭環境に応じた保育サービスを提
案するなど、より良いサービスの提供を心掛けた。

・令和６年７月に子ども・子育て支援と相談機能を備えた「大船渡市こども家庭セン
ターDACCO」をオープンし、一体的な相談支援を行った。

・要介護認定申請時の手続について、介護事業者への説明や市ホームページを通じて
マイナポータル（ぴったりサービス）を使用したオンライン手続の周知を図った。

課 題 等

・引き続きオンライン手続の周知に努めるとともに、国の動向を注視しながら、オ
ンライン手続の改善等について検討する。

・こども園など子育て支援関係団体と連携しながら、利用者の状況に応じ必要な支
援を行っていく。

５
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基本目標２ ともに支え合う家庭生活の実現

具体的取組 ⑶ＤＶや生活困窮などの課題を抱える対象者への支援と総合相談窓口な
どの周知強化

取組内容

・女性相談、子ども家庭相談によるＤＶや離婚、生活困窮などの相談支援を行う。
・人権擁護委員による人権相談を行う。
・複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、就労支援や家計収支の見直しなどにつ
いて相談支援を行う。

・児童・生徒に対し、専門の相談員やスクールソーシャルワーカーによる相談支援
を行う。

・複合課題などに対応するため、各種相談窓口間の連携を図る。

取組状況
と成果

・子ども家庭支援員及び女性相談支援員を配置し、各種相談対応や相談に係る情報
提供等を行った。

・人権擁護委員による人権相談を毎月１回開催し、相談支援を行った。
・生活困窮者が、困窮状態から早期に自立できるよう、それぞれの状況に応じた支
援を行った。

・専門の相談員やスクールソーシャルワーカーが各学校を巡回し、悩み相談や家庭
支援など、児童生徒や保護者に寄り添った支援を実施した。

・関係機関が連携し、相談者の複合課題の対応にあたった。

課 題 等
・相談者の状況に応じ、関係機関が連携し、適切な相談支援対応に努める。
・課題を抱える対象者を早い段階で支援につなげることができるよう、各種相談窓
口の周知強化に努める。

総 評

・ワーク・ライフ・バランスの理解促進に向けた各種取組の実践により、目標指標
としている、市民意識調査における「家庭内で男女が家事の分担をしている」と
答えた市民の割合の実績値が目標に近づいている。

・大船渡市こども家庭センターでは、子ども・子育て支援の更なる充実を図るとと
もに、社会全体で子育てを応援する気運を醸成するように努める。

・大船渡市こども家庭センターの交流広場は、天候に関わらず遊べること、子育て
世代相互に交流できることなどから、当初の年間１万人の予想を上回る44,239人
（R7.3.31現在）が利用している。

・目標指標の「ＤＶ被害などについて相談窓口があることを知っている」と答えた
市民の割合は、増加傾向にあるものの、目標値までの差異があることから、相談
窓口の周知の強化に努める。

６
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進捗度
評 価 Ｂ

【目標指標】

No 指 標
実績値 目標値

達成率
（R06/R09）

達成率
区分

備 考
R03 R04 R05 R06 R09

１
「家庭内で男女が家事（炊事、掃除、洗濯、子育て、
介護など）の分担をしている」と答えた市民の割合

40.8％ 39.9％ 41.6％ 43.3％ 45.0％ 96.2 a 市民意識調査

２
家事・育児・介護への男性の参画拡大に資する講座・
教室の参加者数（累計）

延べ97人 延べ666人 延べ622人
延べ1,656人
（R6:延べ
1,034人）

延べ500人 331.2 a 男女共同参画室 業務取得

３ 「保育サービスが充実している」と答えた市民の割合 37.7％ 35.2％ 39.2％ 36.0％ 45.0％ 80.0 b
【総合計画指標】
市民意識調査

４
「ＤＶ被害などについて相談窓口があることを知って
いる」と答えた市民の割合

32.5％ 28.5％ 30.3％ 35.5％ 70.0％ 50.7 c 市民意識調査



No 指 標
実績値 目標値

達成率
（R06/R09）

達成率
区分

備 考
R03 R04 R05 R06 R09

１
「職場の仕事の内容や待遇で男女の差がない」と答え
た勤労者の割合

54.5％ 56.7％ 60.3％ 61.5％ 60.0％ 102.5 a 市民意識調査

２
女性の活躍促進に資する講座や教室の開催回数（計画
期間内の累計）

延べ36回 延べ30回 延べ31回 延べ67回 延べ200回 33.5 d 男女共同参画室 業務取得

３
「くるみん認定・えるぼし認定・いわて子育てにやさ
しい企業等認証・いわて女性活躍企業等認定制度」の
認定・認証企業数（累計）

延べ
23事業者

延べ
25事業者

延べ
32事業者

延べ
41事業者

延べ
30事業者

136.7 a 国・県公表値

４
「仕事と子育てが両立できる環境が整っている」と答
えた市民の割合

29.4％ 26.3％ 27.5％ 26.8％ 40.0％ 67.0 c 市民意識調査

５
「育児休暇や介護休暇が取得しやすい」と答えた勤労
者の割合

49.6％ 50.8％ 52.4％ 59.9％ 60.0％ 99.8 a 市民意識調査

６ 市男性職員の育児休暇取得割合 25.0％ 50.0％ 90.0％ 100.0％ 30.0％ 333.3 a 総務課 業務取得

７ 市職員の管理職に占める女性の割合 15.9％ 13.3％ 8.9％ 15.9％ 20.0％ 80.0 b 総務課 業務取得

【目標指標】

具体的取組 ⑴性別による仕事の内容や待遇の格差の解消

取組内容

・関係機関と連携し、男女雇用機会均等法を始めとする労働関連法令に係る研修会
の開催などにより、関連法令の遵守と適切な運用を促す。

・関係機関と連携し、一般事業主行動計画に係る研修会の開催などにより、当該計
画の策定が法定事務であることを周知する。

・女性の職業生活や家庭生活に必要な知識・技能の習得援助などを総合的に行う
「大船渡市働く婦人の家」について、時代のニーズに合わせた施設利用の在り方
について検討する。

取組状況
と成果

・大船渡商工会議所と連携し、同会議所主催の事業者向け説明会において、当市か
ら男女共同参画に係る地域課題や市の取組状況などについて説明を行った。

・上記説明会において、一般事業主行動計画の策定推進に向け、関係法令制度と計
画策定の必要性について説明が行われた。

・「大船渡市働く婦人の家」運営委員や利用団体に対し、施設の在り方について検
討が必要である旨説明を行った。所管課において、施設名称の変更、施設の利用
方法の検討を進めたが、結論には至らなかった。

課 題 等

・関係機関と連携し、労働関連法令に係る情報発信を行うとともに、研修機会の創
出を図る。

・関係機関と連携し、一般事業主行動計画の策定促進を図る。
・「大船渡市働く婦人の家」の在り方について、運営委員や利用団体のほか庁内関
係課との協議・調整を進め、施設の在り方の方針を決める。

基本目標３ 安心して働ける魅力ある職場環境づくり

具体的取組 ⑵職業における女性の活躍支援

取組内容

・関係機関と連携し、デジタル人材の育成や、女性のキャリアアップ、リカレント
に係る講座等を開催する。

・性別にとらわれず、主体的に多様な職業を選択できるよう、中学生向けの就業体
験などを行う。

・女性等就業相談員を配置し、就業相談や各種情報提供等を行い、女性の就業を支
援する。

取組状況
と成果

・総務省地域情報化アドバイザーによる市民・事業所向けのセミナーを開催すると
ともに、市職員向けセミナーを開催した。

・岩手大学との共催により、女性のキャリア形成支援リカレントプログラムを開催
した。

・多種多様な企業等と交流し、勤労に対する視野を広げ、キャリア形成を考える機
会とするため、市内企業を中心に14社の企業を招き、中学１・２年生を対象に
キャリアチャレンジデイを実施した。

・市庁舎内での相談対応や、市内子育て支援拠点での出張相談などに加え、求職中
及び転職を希望する女性を対象とした就職支援セミナーを実施した。

課 題 等

・女性が活躍するためには、女性のみならず、事業者や男性などの意識も変える必
要があるため、女性活躍推進の理解促進に向け、関係機関と連携し、各種取組を
行う。

・中学生を対象としたキャリア形成に資する取組について、主体的に人生計画を立
て進路を選択し、決定できる「人生設計力」の育成に資する取組となるよう更な
る検討を行う。

・引き続き、女性等就業相談員を配置し、女性の就職支援に努める。

７

第５次大船渡市男女共同参画行動計画 令和６年度の取組状況



具体的取組 ⑸女性活躍に向けた取組を市が率先して推進

取組内容

・性別により固定される傾向にある職種や部署への配属を見直し、性別にとらわれ
ない人事配置を推進する。

・男性職員の育児参画の取組を推進する。
・育児休業などに関する相談体制を充実させるとともに、休業取得状況の庁内共有
などにより、ワーク・ライフ・バランスの改善を図る。

取組状況
と成果

・仕事の分担におけるバイアス（先入観、偏見）の排除に留意し、職務内容と適性
に基づく人事配置を行った。

・職員の妊娠・出産・育児と仕事の両立を支援するため、両立支援制度（男性職員
の育児休業取得者へのインタビュー含む）についてまとめたハンドブックを作成
し、当該制度及び相談窓口の周知を行った。

・時間外勤務の縮減に関する取組として、「時間外勤務の縮減に係る指針」を策定
し、ワーク・ライフ・バランスの推進と職場環境の改善に努めた。

課 題 等

・管理監督職に対する不安やハードルの高さを感じる職員が依然として存在するこ
とから、引き続き企画立案・調整業務を伴う部署への計画的ローテーションを行
い、業務経験の蓄積と自信の醸成を図る。

・引き続き男性の育児休業取得率100％となるよう、育児休業が取りやすい職場環
境の整備に取り組む。

・仕事と家庭生活・社会活動の両立に向けた意識の醸成を図るため、ワーク・ライ
フ・バランスの重要性について庁内での情報共有を進め、職場全体での理解と取
組の促進に努める。

総 評

・各種取組の実践により、目標指標の実績値が目標値に近づいている、または、達
成している。

・労働関連法令を始め、各種制度、情報の理解促進に向け、引き続き関係機関と連
携した周知に努める必要がある。

・女性活躍に向けた取組を市が率先して推進しており、令和６年度における市役所
の男性職員の育児休暇取得割合が100％となっているほか、市職員の管理職に占
める女性の割合も増加傾向にある。引き続き、市が率先し、安心して魅力ある職
場づくりに努めていく。

具体的取組 ⑷育児・介護と仕事を両立できる職場環境づくり

取組内容

・男女がともに育児や介護休業を取得しやすい職場環境づくりを促進するため、関
係機関と連携し、育児・介護休業制度や助成制度を周知し、活用を働きかける。

・育児・介護休業制度に関する被雇用者の理解促進のため、休業可能日数などの情
報提供を行う。

取組状況
と成果

・市広報紙の「いきいき通信」や市ホームページにおいて、育児・介護休業法改正
について周知を行った。

・岩手県を始めとした関係機関と連携し、情報提供を行った。

課 題 等 ・関係機関と連携し、事業者、被雇用者に対し、育児・介護休業制度の周知を行う
とともに、当該制度の利用促進を図る。

具体的取組 ⑶職場でのワーク・ライフ・バランスの改善

取組内容

・関係機関と連携し、事業者に対して、ワーク・ライフ・バランスの推進を働きか
ける。

・上記と連動し、家庭生活の改善などに係る被雇用者向けの情報提供を行う。
・関係機関と連携し、「くるみん」等、国や県が行う認定・表彰制度の周知を行い、
女性活躍に取り組む事業者の拡大を図る。

・職場におけるデジタルトランスフォーメーションの推進を図る。

取組状況
と成果

・大船渡商工会議所主催の事業者向け説明会において、岩手労働局・岩手県と連携
し、各種制度の説明を行ったほか、市の男女共同参画に係る取組や必要性につい
て周知した。

・機会を捉え、各種制度の情報提供を行い、制度の理解促進を図った。
・総務省地域情報化アドバイザーによる市民・事業者向けのセミナーを開催すると
ともに、市職員向けセミナーを実施した。

課 題 等

・ワーク・ライフ・バランスの更なる改善に向け、事業者、被雇用者に対し、理解
促進と推進に努める。

・仕事と子育ての両立支援など、男女が共に働きやすい職場環境づくりを推進する
ため、「くるみん」等の情報提供を行い、更なる認定取得企業の拡大に努める。

・職場環境の更なる改善に向け、引き続きセミナー等の開催を通し、職場における
デジタルトランスフォーメーションの推進を図る。

８

基本目標３ 安心して働ける魅力ある職場環境づくり第５次大船渡市男女共同参画行動計画 令和６年度の取組状況
【目標指標】

進捗度
評 価 Ｂ

No 指 標
実績値 目標値

達成率
（R06/R09）

達成率
区分

備 考
R03 R04 R05 R06 R09

１
「職場の仕事の内容や待遇で男女の差がない」と答え
た勤労者の割合

54.5％ 56.7％ 60.3％ 61.5％ 60.0％ 102.5 a 市民意識調査

２
女性の活躍促進に資する講座や教室の開催回数（計画
期間内の累計）

延べ36回 延べ30回 延べ31回 延べ67回 延べ200回 33.5 d 男女共同参画室 業務取得

３
「くるみん認定・えるぼし認定・いわて子育てにやさ
しい企業等認証・いわて女性活躍企業等認定制度」の
認定・認証企業数（累計）

延べ
23事業者

延べ
25事業者

延べ
32事業者

延べ
41事業者

延べ
30事業者

136.7 a 国・県公表値

４
「仕事と子育てが両立できる環境が整っている」と答
えた市民の割合

29.4％ 26.3％ 27.5％ 26.8％ 40.0％ 67.0 c 市民意識調査

５
「育児休暇や介護休暇が取得しやすい」と答えた勤労
者の割合

49.6％ 50.8％ 52.4％ 59.9％ 60.0％ 99.8 a 市民意識調査

６ 市男性職員の育児休暇取得割合 25.0％ 50.0％ 90.0％ 100.0％ 30.0％ 333.3 a 総務課 業務取得

７ 市職員の管理職に占める女性の割合 15.9％ 13.3％ 8.9％ 15.9％ 20.0％ 80.0 b 総務課 業務取得



　目標指標の考え方

　・第５次大船渡市男女共同参画行動計画（計画期間：令和５年度～令和９年度）は、令和４年度に策定しており、この際に

　　設定した令和９年度目標値は、令和３年度までの実績値に基づき検討したものです。

　・当該計画期間の令和５年度と令和６年度の実績値は太枠内に記載しており、参考までに、令和３年度と令和４年度の実績

　　値も記載しています。

　・令和６年度実績値が令和９年度目標値を超えている指標が４項目あります。この場合において、当該計画は５年間のもの

　　であることを勘案し、計画の見直しは社会情勢の変化や、国の制度改正等の大きな変更がある場合に行うものとし、目標

　　指標の一部の見直しは行わないこととします。

　・よって、令和９年度目標値を超えた指標項目については、令和６年度実績値を維持又は向上することで取組を進めます。

№
令和３年度
【実績値】

令和４年度
【実績値】

令和５年度
【実績値】

令和６年度
【実績値】

令和９年度
目標値

備考

1 42.8% 41.3% 47.8% 47.5% 50.0%
【総合計画指標】
市民意識調査

2 35.0% 35.5% 34.0% 32.5% 40.0%
【総合計画指標】
男女共同参画室

業務取得

3 ― ― 延べ37人 延べ94人 延べ100人
男女共同参画室

業務取得

4 37人 42人 46人 52人 57人
男女共同参画室

業務取得

5 ― 51.0% ― ― 70.0%
男女共同参画室
市民ｱﾝｹｰﾄ調査

(５年ごとの調査)

№
令和３年度
【実績値】

令和４年度
【実績値】

令和５年度
【実績値】

令和６年度
【実績値】

令和９年度
目標値

備考

1 40.8% 39.9% 41.6% 43.3% 45.0% 市民意識調査

2 延べ97人 延べ666人 延べ622人
延べ1,656人

（令和６年度：
延べ1,034人）

延べ500人
男女共同参画室

業務取得

3 37.7% 35.2% 39.2% 36.0% 45.0%
【総合計画指標】
市民意識調査

4 32.5% 28.5% 30.3% 35.5% 70.0% 市民意識調査

№
令和３年度
【実績値】

令和４年度
【実績値】

令和５年度
【実績値】

令和６年度
【実績値】

令和９年度
目標値

備考

1 54.5% 56.7% 60.3% 61.5% 60.0% 市民意識調査

2 延べ36回 延べ30回 延べ31回 延べ67回 延べ200回
男女共同参画室

業務取得

3
延べ

23事業者
延べ

25事業者
延べ

32事業者
延べ

41事業者
延べ

30事業者
国・県公表値

4 29.4% 26.3% 27.5% 26.8% 40.0% 市民意識調査

5 49.6% 50.8% 52.4% 59.9% 60.0% 市民意識調査

6 25.0% 50.0% 90.0% 100.0% 30.0%
総務課
業務取得

7 15.9% 13.3% 8.9% 15.9% 20.0%
総務課
業務取得

「育児休暇や介護休暇が取得しや
すい」と答えた勤労者の割合

市男性職員の育児休業取得割合

市職員の管理職に占める女性の割
合

「職場の仕事の内容や待遇で男女
の差がない」と答えた勤労者の割
合

（仮称）「男女共同市民会議」の
参加者数（計画期間内の累計）

男女共同参画サポーターの認定者
数（累計）

「ＬＧＢＴなどの言葉の意味を
知っている」と答えた市民の割合

【基本目標２　ともに支え合う家庭生活の実現】

指　　標

「家庭内で男女が家事（炊事、掃
除、洗濯、子育て、介護など）の
分担をしている」と答えた市民の
割合

家事・育児・介護への男性の参画
拡大に資する講座・教室の参加者
数

「保育サービスが充実している」
と答えた市民の割合

「ＤＶ被害などについて相談窓口
があることを知っている」と答え
た市民の割合

【基本目標３　安心して働ける魅力ある職場環境づくり】

指　　標

女性の活躍促進に資する講座や教
室の開催回数（計画期間内の累
計）

「くるみん認定・えるぼし認定・
いわて子育てにやさしい企業等認
証・いわて女性活躍企業等認定制
度」の認定・認証企業数（累計）

「仕事と子育てが両立できる環境
が整っている」と答えた市民の割
合

各種審議会などにおける女性委員
登用率

第５次大船渡市男女共同参画行動計画　目標指標一覧

【基本目標１　　自分らしさが輝く地域社会の形成】

指　　標

「性別による役割分担意識（「男
は仕事、女は家庭」など）はな
い」と答えた市民の割合

資料２

9



10 

 

 



※今後の方向性〔４段階評価〕について

　　令和６年度の取組状況を踏まえ、事業主管課において、令和７年度以降の取組の方向性を「成果維持」、「拡充・拡大」、「縮小・減少」、「終了・廃止」で評価したもの。

具体的取組　(1)地区と行政の協働のまちづくりと連動した女性や若者の意思決定過程及び実践活動への参画拡大

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

地区運営組織に
おける参画促進

●地区運営組織の活動や話し合いの場などに、年代や性別
の偏りがない多様な住民が参画することにより、地域の活
性化を図られることから、活動の周知や参加要請の声掛け
の方法などについて、助言や支援を行った。

拡充・拡大

・地域において、性別による固定的な役割分
担意識が依然としてあることから、性別や年
代に関わらず多様な住民が地域活動に参画
し、意見を交わせる場づくりなどの支援を
行っていく。

地区計画の策定
及び運営組織形
成過程での参画
促進

●各地区で実施される地区づくり計画策定に向けた住民
ワークショップ等において、女性や若年層を含む多様な住
民の意見が反映される仕組みの必要性について助言すると
ともに、その実現に向けた支援を行った。

拡充・拡大

・男性中心になりがちな地域活動において、
担い手不足や参加者の減少などの諸課題があ
る。この課題解決に向け、女性や若年層を含
む多様な住民の意見が反映される仕組みづく
りの支援を行っていく。

女性消防団員の
増員

●女性消防団員のＰＲ活動を実施した。
・防災フェアや救命講習時における消防職員の補助
・消防操法競技会や消防出初式でのアナウンスや表彰補助

成果維持

・総務省消防庁では、消防団員に占める女性
消防団員の割合目標を、当面５％と掲げてい
る。当市の女性消防団員は８人で、割合は
1.3％（※暫定）にとどまっていることか
ら、引き続き団員確保に向けてＰＲを実施す
る。

●消防委員の改選に伴い、女性消防委員の選任は２名と
なったことから、登用率は１６．７％に減少した。
【委員数：１２人（うち女性委員２名）】

拡充・拡大

・委員の選定時において、消防団経験者に関
わらず、女性委員の推薦を要望し、継続して
女性委員の登用率増加を図るよう働きかけ
る。

●地域防災計画の修正を行う防災会議において、女性委員
登用率は１４．３％となっている。
【委員数：４２人（うち女性委員６人）】

成果維持
・防災における女性の視点の重要性は増して
おり、委員選定時において、女性委員の推薦
を依頼するなど、女性の参画を働きかける。

自主防災実践活
動への女性の参
加

●立根地区の自主防災組織、消防団を対象とした研修会に
おいて、避難所運営ゲームを実施し、地域防災力向上の機
会とした。
【参加者数：１８人（うち女性７人）】

拡充・拡大

・地域防災力の向上を図るには、自主防災組
織等への女性参画の促進を始め、研修会など
による防災・減災に関する意識醸成の取組が
必要である。

3

審 議会 ・委
員 会に おけ
る 女性 委員
の登用推進

審議会などへの
女性の登用

●令和７年４月１日現在、各種審議会等委員の女性委員登
用率は３２．５％で、前年同時期より１．５ポイント減少
した。
【委員等数：延べ７０２人（うち女性委員等延べ２２８
人】

拡充・拡大
・計画の目標値を４０％としており、各種審
議会等委員について、引き続き、女性を登用
するよう働きかける。

男女共同参
画室

市
審議会･委員

会

内容

市
市内各地区

2

地区・地域
の防災活動
への女性参
画促進

東日本大震災の経験を生かし、
地区・地域の防災活動に女性の
意見を取り入れていくため、女
性消防団員の増員に加え、防災
会議や自主防災組織への女性の
役員登用や、防災訓練などの実
践活動への女性の参加を促す。

防災管理室
消防署

市
消防団
防災組織

1
協働推進事
業

地区・地域に残る性別による社
会通念・慣習・しきたりの改善
を図るため、地区運営組織の意
思決定機関（総会など）に、女
性や若年層を含む多様な住民の
参画を促進する。

市民協働課

防災組織などへ
の女性の役員登
用

市政に女性の視点からの意見を
反映させるとともに、意思決定
過程への女性参画を推進するた
め、各種審議会・委員会に女性
登用を図る。

基本目標１ 自分らしさが輝く地域社会の形成

第５次大船渡市男女共同参画行動計画　令和６年度の取組状況 参考資料

11 〔基本目標 １〕



№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

市民ＩＴ講座の
開催などによる
スキルアップ

●高齢者などのデジタル活用の不安解消に向けて、スマー
トフォンを活用したオンライン行政手続などに関する助
言・相談などを行う講習会を開催し、デジタル格差の解消
を図った。
・初級者向けスマホ講座
【地区開催：日頃市・大船渡地区各４回実施　延べ７３人
参加】
【中央開催：２会場各５回実施　延べ６６人参加】

成果維持
・アンケート調査により、継続的な実施を望
む声が多くあったことから、令和７年度も引
き続き実施する。

●「大船渡市ＤＸ戦略」を策定し、広聴広報ＤＸの推進を
位置付けるとともに、広報推進リーダー研修を１回開催し
た。
●市公式ＬＩＮＥをリニューアルし、その機能拡充を図っ
た。

拡充・拡大

・広聴広報推進リーダーを中心に、ＳＮＳの
活用について、情報交換や共有を深め、ブラ
ンディングとマーケティングを組み合わせた
上で、より効果的な発信を行う。

●各種講座の周知及び実施状況等について、ＳＮＳ（ＬＩ
ＮＥ、Ｘ等）を活用し、周知を図った。

成果維持

・令和６年度からＬＩＮＥ、Ｘ等を活用し、
講座等イベントの周知及び実施状況を随時発
信することができた。今後もＳＮＳを活用し
た情報提供を行うとともに、より多くの市民
に見てもらえるよう会議、講座等での周知を
働きかけていきたい。

5
市 民活 動支
援事業

市民活動の活性
化

●市民活動支援事業補助金の募集にあたって、「ジェン
ダー平等の実現」に関する事業を重点支援することとした
が、対象となる事業の応募はなかった。
●当該補助金に応募したすべての事業が地域の活性化や課
題解決につながる事業であり、一定の成果があったものと
捉えている。

拡充・拡大
・市民などの自主的な活動の誘発に向け、事
業の具体例を含め当該補助金の周知を行って
いく。

市民協働課
市

ＮＰＯ法人
市民活動団体

4

地区・地域
コミュニ
ティにおけ
るインター
ネット（Ｓ
ＮＳなど）
を活用した
情報交換の
推進

性別や世代、障がいの有無はも
とより、時間や場所にとらわれ
ず、多様な市民が身近な地区・
地域コミュニティにおいて情報
の交換・共有を行うためのツー
ルとして、ＳＮＳを始めとする
インターネットの活用を促進す
るほか、そのためのスキルアッ
プの機会を確保する。

中央公民館
デジタル戦

略課

内容

市
市内各地区･

地域

ＳＮＳなどの情
報伝達ツールの
活用拡大

地域課題の解決や地域の活性化
に向けて、各種団体が自主的に
取り組むまちづくり活動、特に
「ジェンダー平等」などＳＤＧ
ｓの推進を始め、時代の変化に
即した活動を誘発するため、重
点支援対象を明確にするなどし
ながら、補助金の交付を通じて
支援する。

12 〔基本目標 １〕



具体的取組　(2)（仮称）「男女共同市民会議」の開催と男女共同参画サポーターの養成

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

会議の開催

●昨年度に引き続き「おおふなと市民ミーティング～Ｍａ
ｋｅ a Ｈａｐｐｙ ＯＦＵＮＡＴＯ！～」（全３回）を実
施した。
・第１回、第２回
　対象者：高校生、市内にお勤めの方など
　内　容：若者の地元定着や働き方などについて意見交換
・第３回
　対象者：いわて男女共同参画サポーター認定者
　内　容：当市の男女共同参画の推進・普及状況などにつ
いて意見交換
【参加者数：延べ５７人】

拡充・拡大

・参加者から「年齢や属性の違う人と意見交
換ができた」、「世代間の意識の違いに気づ
けた」など、好評を得ることができた。
・今後も実施にあたっては、開催時期をはじ
め、対象者の選定、話し合いのテーマなどに
ついて工夫する。

意見・提言の具
体化を会議参加
者と共に検討

●若者の地元離れや担い手不足などの諸課題に対する意見
交換と、実践的活動への機運醸成の場となるよう、内容を
工夫し実施した。
・第１回
　対象者：市内にお勤めの方
　内　容：職場における実践的活動につながるよう、職場
における男女共同参画の考えや必要性をミニ講座で学び、
働き方、若者が地元で働くために必要なことなどを話し
合った。
・第２回
　対象者：高校生、市内にお勤めの方など
　内　容：家庭、地域、社会における男女共同参画の視点
や地域課題などをミニ講座で学び、職場を選ぶポイントや
大船渡市に必要なものなどを話し合った。
●男女共同参画サポーターのフォローアップと活動の促進
を図るきっかけづくりとして実施した。
・第３回
　対象者：いわて男女共同参画サポーター認定者
　内　容：男女共同参画に関する最新情報のリカレントを
実施し、認定を受けた時と現在における男女共同参画の広
がりと課題について話し合い、今後の活動につながるよう
意識醸成を図った。
●市広報紙やホームページにおいて、実施状況や参加者の
意見などを公開し、広く情報共有を図った。

拡充・拡大

・参加者から出された男女共同参画の取組に
係る様々な意見について、参加者のみなら
ず、市ホームページなどを通じ広く共有を図
り、個人や企業などにおける自主的かつ実践
的な取組につなげていく。

多様な主体によ
る新たな取組の
開始

●参加者や参加者の勤務先事業所などにおける新たな取組
については把握できなかったが、市内で「子ども食堂」に
類似する新たな取組が実施されている。
●男女共同参画に関する取組を行っている市民活動団体
へ、参加者が加入するなどの動きがあった。

拡充・拡大

・男女共同参画の推進に向けた新たな活動の
実践を効果的に波及していくため、対象者や
話し合いのテーマなどを見直しながら実施す
る。

内容

1

（仮称）
「男女共同
市民会議」
の開催

（仮称）「男女共同市民会議」
を開催し、参加者自らが男女共
同参画に係る活動を実践する気
運を醸成し、新たな取組を誘発
する。

男女共同参
画室

市
男女共同参画
サポーター
ＮＰＯ法人
関係団体
市民など

13 〔基本目標 １〕



№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

男性や若年層の
参加促進

●今年度のサポーター認定者数とその内訳
【認定者数：６人（うち男性２人、若年層(30代以下)４
人）】

拡充・拡大

・サポーター養成講座について、関係団体へ
の案内や、市広報紙及びＳＮＳなどを活用
し、広く周知したことにより一定の成果が
あった。
・引き続き、男性や若年層の受講者が増える
よう、周知方法などについて工夫する。

サポーター養成
講座の受講支援

●男女共同参画の推進を図るため、県内各地で行われる参
集型講座の受講者に対し、移動に係る交通費の一部を支援
した。
【支援者数：１人】

拡充・拡大
・今後は、参集型講座が減少し、オンライン
形式による講座への移行が見込まれることか
ら、新たな受講支援策について検討する。

サポーターの活
動周知

●サポーター認定者の活躍する場の拡大に向け、関連講座
や「おおふなと市民ミーティング」を案内し、参加を促し
た。
●サポーター認定者で構成する「いわて男女共同参画サ
ポーターの会気仙ブロック」の活動について、市広報紙へ
の記事掲載や、関連講座の会場などでのポスター掲示によ
り、周知を図った。
●当該サポーターの会が実施する啓発活動に対し、配布物
品の調達などを支援し、活動の促進を図った。

拡充・拡大

・サポーター認定者の活躍する場の拡大に向
け、関連催事の案内を行う。
・サポーター認定者のスキルアップやリカレ
ント教育に資する学習機会の提供を行い、活
動を支援する。

具体的取組　(3)多様な性の在り方に対する理解促進

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

人権相談の開催
●人権相談を毎月１回開催した。
●１２月４日～１０日の「人権週間」に合わせ、１２月５
日に「特設人権相談所」を開催した。

成果維持
・人権相談を通じて、性的少数者やその関係
者が適切な相談や支援を受けられるよう、引
き続き相談機会を提供する。

広報紙などを利
用した周知

●人権擁護委員の紹介を広報に掲載した。
●毎月の人権相談日程を、市広報紙やホームページに掲載
し周知した。
●１２月５日の「特設人権相談所」について、市ホーム
ページに掲載し周知した。

成果維持
・今後も、市広報紙やホームページに人権に
係る情報を掲載し、積極的に周知する。

男女共同参画パ
ネル展などの開
催

●機会を捉えながら啓発パネルの展示や関連リーフレット
などを配置し、周知や理解促進を図った。
 ・「男女共同参画関連図書展」
 ・「いわて男女共同参画オンラインセミナー上映会」
 ・「おおふなと市民ミーティング」
●市広報紙の「いきいき通信」において関連記事を、ま
た、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入
に併せて特集記事を掲載し、理解促進を図った。

拡充・拡大

・市民や企業などの理解を促進するために
は、関心を引く工夫や方法の検討が必要であ
る。今後も、市民の目に触れる機会を積極的
に設け、啓発と周知に努める。

岩手県が実施する男女共同参画
サポーター養成講座について、
女性はもとより、男性や若年層
の受講も強く促しながら、サ
ポーター認定者の増加を図る。

男女共同参
画室

県
市

男女共同参画
サポーター

市民

内容

内容

2

男女共同参
画サポー
ター養成事
業

1
性的少数者
に対する理
解促進

性的少数者や、その関係者が適
切な相談や支援を受けられるよ
う、人権擁護委員による人権相
談など国や県が設置する専用窓
口を積極的に周知する。

市民環境課
男女共同参

画室

国
県
市

人権擁護委員

14 〔基本目標 １〕



№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

市民の理解促進

●令和６年４月１日から「大船渡市パートナーシップ・
ファミリーシップ宣誓制度」を導入した。
●当該制度について、市広報紙への特集記事の掲載をはじ
め、市ホームページへの掲載のほか、市で制作した啓発パ
ネルを各種催事において展示することにより、広く周知を
図った。
●当該制度への関心を高めるため、６月に市立図書館で開
催した「男女共同参画関連図書展」において、関連図書を
展示した。
●当該制度に係る市職員向けの研修会を実施した。
【受講者数：９５人】
●大船渡商工会議所や気仙医師会と連携し、市内事業所や
病院などへ制度概要を記載したチラシを配布し、理解促進
と周知を図った。

拡充・拡大
・引き続き制度の周知に努めるとともに、制
度利用者が本制度を安心して利用できるよ
う、関係各所への理解促進と周知を図る。

先進事例の情報
収集・研究

●令和６年度に制度を導入済み。 終了・廃止

・令和６年度に制度を導入したことにより、
導入に向けた情報収集などの取組は終了した
が、引き続き、制度利用者の住所異動に伴う
自治体間連携の構築・見直しについては随時
対応していく。
・制度利用者に対する行政サービスの拡充・
拡大について、他自治体の事例を参考にし、
今後も随時見直しを図る。

制度内容や導入
時期の具体的検
討など

●令和６年度に制度を導入済み。 終了・廃止

・令和６年度に制度を導入したことにより、
本取組は終了したが、今後は、他自治体との
連携や社会状勢の変化などに応じた制度の構
築について、随時見直し行う。

●保育の場において、性別による固定的な役割分担意識を
植え付けることのないよう配慮するなど、適切な保育環境
を提供した。

成果維持
・引き続き、一人ひとりの良さや個性を伸ば
す保育を大切にしつつ、自然な形で男女共同
意識を育んでいく。

●全ての小中学校において、男女混合名簿を作成し、使用
した。
●学校生活全般において、児童生徒の発達段階を考慮した
上で、個性を認め合いながら、相互に尊重する男女平等の
概念の啓発を図った。

成果維持
・国の学習指導要領などに基づき、必要に応
じて、適時適切な教育を実施する。
・発達段階に応じた人権教育を実施する。

4
学校保健事
業

関係機関と連携
した講座の開催

●小学校６校、中学校９校において、保健所と連携して思
春期保健出前講座を開催した。
【受講者数：３８３人】

成果維持
・関係機関と連携して、引き続き学習指導要
領に基づいた適切な指導を実施する必要があ
る。

学校教育課
市

関係機関
小中学校

保育・教育を行う中で、教育目
標に基づく男女平等の概念や、
学習指導要領に基づく性に関す
る正しい知識について、子ども
の発達段階に応じた分かりやす
い指導方法を検討しながら指導
に当たる。

発達段階に応じ
た指導

こども家庭
センター
学校教育課

市
幼稚園
保育園
こども園
小中学校

内容

2

パートナー
シップ制度
の導入に係
る検討

早期から性の多様性や、男女の
違いなどへの理解を深めるた
め、小中学校において、保健所
などの関係機関と連携しなが
ら、思春期保健出前講座などの
講座を開催する。

性的少数者に対する市民の理解
促進を図りつつ、先進事例など
を参考としたパートナーシップ
制度の導入などに係る検討を行
う。

男女共同参
画室

市
関係機関

3

幼児・児
童・生徒の
性に対する
理解促進と
男女平等教
育の充実

15 〔基本目標 １〕



※今後の方向性〔４段階評価〕について

　　令和６年度の取組状況を踏まえ、事業主管課において、令和７年度以降の取組の方向性を「成果維持」、「拡充・拡大」、「縮小・減少」、「終了・廃止」で評価したもの。

具体的取組　(1)家事・育児・介護への男性の参画拡大と家庭生活でのワーク・ライフ・バランスの改善

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

1
パパママ教
室開催事業

パパママ教室の
開催

●パパママ教室を４回開催した。
【参加者数：５１組　９８人】

成果維持

・父親の育児参加は、母親の育児負担感を解
消させるなど、安定した子育てと子どもの健
やかな成長につながることから、引き続き内
容の充実を図りながら実施する。

こども家庭
センター

市

2
父子(おや
こ)の料理教
室開催事業

料理教室の開催
●お父さんも♪おじいちゃんも♪キッズクッキングを
１回開催した。
【参加者数：７組１４人】

成果維持

・前年度、参加者数が定員に満たなかったこ
とから、対象者を父親のほか祖父に拡大した
ところ、１組の参加があった。他事業とタイ
アップするなど周知方法や内容について検討
する。

健康推進課
市

関係団体

3

パ ート ナー
と 介護 予防
講 座開 催事
業

介護予防教室の
開催

●事業集約をし「６５歳からの充実ライフ講座」を開
催した。健康づくりに沿う内容（腸活・姿勢調整な
ど）、生活に沿う内容（お金の話・お墓の話・整理収
納など）を全６回実施した。
【参加者数：延べ５３人】

拡充・拡大

・より多くの参加者が得られるよう、対象者
や内容を変えて講座を開催することにより、
介護予防を図りつつ、男性の介護への参画を
促進する。

地域包括ケ
ア推進室

市

4
家 庭教 育学
級開催事業

家庭教育学級の
開催

●こども園などでは、食育や体操などを、また、小・
中学校では、ゲーム機・スマートフォン・タブレット
端末、インターネットの具体的な対処方法や食育に関
することなど、家庭や地域の教育的役割や子どもたち
を取り巻く現代的な課題に関する学習会を全７回実施
した。
【参加者数：延べ７４３人】

縮小・減少

・家庭教育学級の対象を、令和６年度までは
就学前児童から小中学生及びその保護者とし
ていたが、小中学生については、他の制度
（教育振興運動、地域学校協働活動等）主導
による地区連携の促進を図るため、対象から
除くこととする。

中央公民館
市

小中学校
こども園など

第５次大船渡市男女共同参画行動計画　令和６年度の取組状況

内容

これから子育てを行う若い世代
に、妊娠・出産・育児に関する正
しい知識を身に付けてもらうとと
もに、男女共同参画の視点に基づ
く、男性の家事や育児への参画に
よる分担・協力を促進する。

父子の料理教室を通じて父親の家
事参画への抵抗感の軽減と、子ど
もへの「家事は性別にかかわらず
誰もが行うもの」との意識を醸成
するとともに、より多くの参加者
が得られるよう開催時期や内容の
最適化を図る。

介護の疑似体験や介護予防に関す
る知識を習得する講座を開催する
に当たり、参加対象者を夫婦や親
子に限定せず、親戚や友人などと
の参加にも拡大するなどしなが
ら、介護に携わることのへの価値
観を高める。

保護者が、子どもへの接し方な
ど、家庭教育上の共通の問題を学
習する家庭教育学級の開催によ
り、学校との連携の下、家庭内で
の家事や育児の分担や男性の参画
拡大に資する意識醸成を図る。

基本目標２ ともに支え合う家庭生活の実現

16 〔基本目標 ２〕



具体的取組　(2)利用しやすい保育・介護サービスを目指した環境整備

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

オンライン申請
の周知

●次年度の保育所等利用申込手続開始の際、ちらし、
「つばきっず」を通じて、マイナポータル（ぴったり
サービス）を使用したオンライン手続きが可能である
旨の周知を図った。

拡充・拡大
・「つばきっず」などを通じて、オンライン
での手続きが可能である旨、引き続き周知に
努めていく。

国の動向・市民
ニーズの把握

●マイナポータルを利用した今後のオンライン手続き
の充実などについて、国の動向把握に努めた。

拡充・拡大

・オンライン手続きであっても、利用申込手
続時には「保育の必要性を証明する書類」が
必要であることから、オンライン手続きの推
進には、マイナポータルの更なる充実（簡素
化）が望まれる。

オンライン対応
の拡大検討

●マイナポータルを利用した今後のオンライン手続き
の充実などについて、国の動向把握に努めた。

拡充・拡大
・対面確認を要する手続きを除き、基本的な
手続きはオンラインで実施できるよう、国の
動向を注視しながら改善を検討していく。

2

保育サービ
スの利用に
係る相談支
援

保育サービスの
利用相談

●家族構成や就労状況、妊娠出産など、相談者の家庭
環境に応じて、様々な保育サービスを提案するなど、
利用者にとってより良いサービス提供を心掛けた。

成果維持
・引続き、各こども園などの子育て支援に係
る関係団体と連携しながら、利用者個々の状
況に応じた必要な支援を行う。

こども家庭
センター

市

ポータルサイト
による情報提供

●「つばきっず」の掲載内容について、常に最新の情
報提供を心掛け、随時更新を行った。

拡充・拡大

・「つばきっず」を活用して、対象世帯への
分かりやすい情報発信に引続き工夫するとと
もに、こども園などの利用申込手続など、オ
ンライン手続きが可能なサービスについて周
知を図る。

関係アプリなど
へのリンク

●「つばきっず」の掲載内容について、常に最新の情
報提供を心掛け、随時更新を行った。
【リンク数：７１ページ】

拡充・拡大

・「つばきっず」を活用して、対象世帯への
分かりやすい情報発信に引続き工夫するとと
もに、こども園などの利用申込手続など、オ
ンライン手続きが可能なサービスについて周
知を図る。

子育て世代包括
支援センターの
運営

●令和６年４月にこども家庭センターを設置したこと
により事業終了。

終了・廃止
・令和６年４月のこども家庭センター設置に
あわせ廃止とした。

子ども家庭総合
支援拠点の運営
(予定)

●令和６年４月にこども家庭センターを設置したこと
により事業終了。

終了・廃止
・令和６年４月のこども家庭センター設置に
あわせ廃止とした。

こども家庭セン
ターへの
移行検討(実施)

●令和６年４月に組織化、同年７月に市内商業施設内
にこども家庭センターを開設した。一体的相談支援体
制を構築し、これまで以上に気軽に相談できるような
雰囲気づくりに努めた。

終了・廃止
・令和６年７月に、市内商業施設内にこども
家庭センターを開設したことにより、移行検
討に係る取り組みを終了した。

市

こども家庭
センター

市

多様な利用者の状況に応じたサー
ビスの組合せに係る相談や、サー
ビス利用に向けた関係機関との連
絡調整などを行い、利用者の利便
性の向上を図る。

こども家庭
センター

こども家庭
センター

市

1

ＩＣＴを活
用した保育
サービスの
利用手続な
どの簡素化

保育サービスの一部手続に、マイ
ナンバーカードを利用したオンラ
イン申請が可能であることを周知
するとともに、将来的なオンライ
ン対応サービスの拡大に向けて、
国の対応状況や利用者のニーズな
どを把握しながら検討を行う。

3
子育てに関
する提供情
報の拡充

子育て支援専用のポータルサイト
「つばきっず」を通じて、子育て
支援に関する最新情報などを適切
に発信するとともに、マイナン
バーカードを利用した申請手続サ
イトや子育てアプリなどの関連す
るオンラインサービスと、子育て
支援専用ポータルサイトをリンク
するなど、利便性の向上を図る。

4
子育て支援
機関（機
能）の拡充

「子育て世代包括支援センター」
との連携の下、「子ども家庭総合
支援拠点」の運営を子ども課が行
う。（予定）
　その後、「子育て世代包括支援
センター」と「子ども家庭総合支
援拠点」の機能を統合した「こど
も家庭センター」への移行につい
て検討する。

内容

17 〔基本目標 ２〕



№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

オンライン申請
の周知

●継続して要介護認定の申請等の際に、マイナポータ
ル（ぴったりサービス）を使用したオンライン手続き
が可能である旨、周知を図った。

成果維持

・引き続き、オンラインによる手続きが可能
である旨、複数の広報媒体を活用しながら周
知するとともに、介護申請を検討する来庁者
にも案内する。

国の対応状況を
踏まえたオンラ
イン対応の拡大
検討

●マイナポータル（ぴったりサービス）は国が運営し
ているものであり、令和６年度は拡大の動きがなかっ
たことから、サービスの周知のみを行った。

拡充・拡大
・国の動向を注視しながら、拡充・拡大の検
討を図る。

市長寿社会課5

ＩＣＴを活
用した介護
サービスの
利用手続な
どの簡素化

要介護認定などの一部手続に、マ
イナンバーカードを利用したオン
ライン申請が可能であることを周
知するとともに、将来的なオンラ
イン対応サービスの拡大に向け
て、国の対応状況などを踏まえな
がら検討を行う。

内容

18 〔基本目標 ２〕



具体的取組　(3)ＤＶや生活困窮などの課題を抱える対象者への支援と相談窓口などの周知強化

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

女性相談・子ど
も家庭相談の実
施

●子ども家庭支援員２人及び女性相談支援員１人を配
置し、子育てに悩みを抱える親などの支援のための相
談業務の実施や、教育機関を含む関係機関と連携を図
り、各種相談に係る情報提供や助言等を行った。

成果維持
・引き続き、一体的相談支援体制の充実とと
もに、これまで以上に気軽に相談できるよう
な雰囲気づくりに努める。

女性の活躍推進
に資する国の制
度や交付金を活
用した生理の貧
困などへの対応

●国の地域女性活躍推進交付金制度について、適時、
関係各所へ周知し、活用について検討を促した。
●生理の貧困への対応として、岩手県と連携し、女性
へのアプローチがしやすい窓口において、生理用品の
配布と併せ相談窓口の周知を図った。
●各種イベント会場において、ＤＶなどに関する啓発
パネルを展示したほか、啓発活動を行う市民活動団体
に対し、啓発物品などを提供することにより活動を支
援した。
●市広報紙において、各種相談窓口や暴力防止などに
関する記事を掲載し、周知を図った。
●令和７年大船渡大規模林野火災の際、岩手県をはじ
め関係機関から相談窓口の案内や生理用品の提供に関
する申し出があったことから、被災者へ支援が行き届
くよう、関係各所と連携して対応した。

拡充・拡大

・新型コロナウイルス感染症で表面化した女
性の貧困問題のほか、災害などの非常時にお
ける整理用品の不足等の女性特有のニーズへ
の配慮などへの対応について、引き続き関係
機関との連携を図りながら、支援策などを検
討する。

人権相談の実施
●人権相談を毎月１回開催した。
●１２月４日～１０日の「人権週間」に合わせ、１２
月５日に「特設人権相談所」を開催した。

成果維持
・今後も人権相談を開催し、性的少数者など
の人権について、相談支援を行う。

生活困窮者自立
相談の実施

●生活困窮者が、困窮状態から早期に自立できるよ
う、それぞれの状況に応じて生活福祉資金貸付、家計
改善、就労準備、アウトリーチ等の支援を実施し、要
保護状態の場合には生活保護へ繋いだ。
【新規相者数：８６人】

拡充・拡大
・引き続き、生活困窮者の状態に応じた包括
的かつ継続的な相談支援を行う。

児童・生徒の相
談の実施

●専門の相談員やスクールソーシャルワーカーが各校
を巡回し、連携を図りながら、悩み相談や家庭支援な
ど、児童生徒や保護者に寄り添った支援を実施した。

成果維持
・今後も一定数の相談員やスクールソーシャ
ルワーカーを確保しながら、適切な支援活動
を行う。

支援調整会議な
どによる相談窓
口間の連携

●要保護児童対策地域協議会として、代表者会議や実
務者会議を開催し、児童相談所や医療機関、警察、教
育・保育施設など、関係機関との情報共有を図りなが
ら支援が必要なケースの対応にあたった。

成果維持
・引き続き、関係機関との情報共有を図り、
保護が必要な児童への迅速・適切な対応に努
める。

国や県、関係機
関との連携

●緊急時に児童相談所への通告・送致を行うなど、迅
速に対応した。
●関係機関等への相談やケース会議では情報共有を図
り、連絡、支援に係る調整などを行った。

成果維持
・引き続き、専門性を有する機関への連絡及
び支援要請を迅速に行う。

国
県
市

社会福祉協議
会

関係機関など

内容

こども家庭
センター
市民環境課
地域福祉課
学校教育課
男女共同参

画室

・人権相談
性的少数者などの人権について、
人権擁護委員が相談支援を行う。

・生活困窮者の自立相談
複合的な課題を抱える生活困窮者
に対し、就労支援や家計収支の見
直しなどについて相談支援を行う

・児童・生徒の相談
専門の相談員やスクールソーシャ
ルワーカーが、暴力や生理の貧困
などの早期発見、心のケア、家庭
環境への働きかけなどについて相
談支援を行う。

・相談窓口の連携
複合課題などに対し、要保護児童
対策地域協議会などで情報連携を
図りつつ、個別の支援調整会議な
どを開催するほか、必要に応じ
て、国・県と連携しながら相談支
援を行う。

1
相談窓口の
連携強化

・女性相談・子ども家庭相談
ＤＶや離婚、生理の貧困などの生
活困窮、性暴力などについて相談
支援を行う。

19 〔基本目標 ２〕



※今後の方向性〔４段階評価〕について

　　令和６年度の取組状況を踏まえ、事業主管課において、令和７年度以降の取組の方向性を「成果維持」、「拡充・拡大」、「縮小・減少」、「終了・廃止」で評価したもの。

具体的取組　(1)性別による仕事の内容や待遇の格差の解消

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

ホームページな
どでの情報提供
や研修会などの
開催

●大船渡商工会議所と連携し、会議所主催の事業者向
け説明会において、男女共同参画に係る地域課題や市
の取組状況などについて説明を行った。
【受講者数：約２０人】
●市ホームページにおいて、労働関連法令の法改正を
中心とした周知を行った。

成果維持

・関係機関と連携し、効果的な情報発信を行
うとともに、研修機会の創出を図る。
・法改正などの情報を把握し、適時情報提供
を行う。

労働関連法令に
係る運用相談の
対応

●令和６年度においては相談等の対応事例なし。
●市広報紙やホームページにおいて、相談窓口に関す
る記事を掲載し、周知を図った。

拡充・拡大
・相談窓口の周知や関係機関等と連携を図り
つつ、適時相談対応を行う。

ホームページな
どでの情報提供
や研修会などの
開催

●大船渡商工会議所主催の事業者向け説明会におい
て、一般事業主行動計画の策定推進に向け、関係法令
制度と計画策定の必要性について説明が行われた。
●市ホームページにおいて、労働関連法令の法改正を
中心とした周知を行った。

成果維持

・関係機関との連携し、効果的な情報発信を
行い、策定の促進を図る。
・法改正などの情報を把握し、適時情報提供
を行う。

計画策定などに
係る相談への対
応

●令和６年度においては相談等の対応事例なし。 拡充・拡大
・関係機関等と連携を図りつつ、適時相談対
応を行う。

施設の在り方検
討

●働く婦人の家運営委員や利用団体に対し、施設の在
り方について検討が必要である旨引き続き説明を行っ
た。

成果維持
・引き続き、運営委員や利用団体のほか、庁
内関係課との協議・調整を進め、検討を深め
る。

検討結果よる施
設の運用

●令和６年度中の運用に変更はなかった。 成果維持
・引き続き、運営委員や利用団体のほか、庁
内関係課との協議・調整を進め、検討を深め
る。

1

男女雇用機
会均等法な
どの遵守徹
底

国、県、商工会議所などの関係機
関と連携し、男女雇用機会均等法
を始めとする労働関連法令に係る
研修会の開催などにより、法定義
務の内容などを分かりやすく周知
するとともに、関連法令の遵守と
適切な運用を促す。

3

「大船渡市
働く婦人の
家」の在り
方検討

女性の職業生活や家庭生活に必要
な知識・技能の習得援助などを総
合的に行う「働く婦人の家」につ
いて、時代のニーズに合わせた施
設利用の在り方について検討す
る。

2
一般事業主
行動計画の
策定促進

国、県、商工会議所などの関係機
関と連携し、一般事業主行動計画
に係る研修会の開催などにより、
策定が法定義務であることを周知
するとともに、当該計画に基づい
た女性の活躍に関する状況の公表
を促す。

男女共同参
画室

商工企業課

国
県
市

商工会議所
事業者など

第５次大船渡市男女共同参画行動計画　令和６年度の取組状況

内容

商工企業課 市

男女共同参
画室

商工企業課

国
県
市

商工会議所
事業者など

基本目標３ 安心して働ける魅力ある職場環境づくり

20 〔基本目標 ３〕



具体的取組　(2)職業における女性の活躍支援

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

デジタル化や女
性の活躍推進に
資する国の制度
や交付金を活用
した人材育成

●総務省地域情報化アドバイザーによる市民・事業者
向けのセミナーを開催するとともに、市幹部職員向
け、市職員向けのセミナーを２回実施した。
【市民・事業者の受講者数：２２人】
【市幹部職員・市職員の受講者数：１０１人】
●デジタル推進アドバイザーによる市職員向けの研修
を全４回コースで開催した。
【受講者数：延べ１０３人】

成果維持
・セミナー等を継続して開催し、意識改革に
つなげ、ＤＸの推進を図る。

女性活躍講座・
教室の開催

●岩手大学および釜石市と共催し、市内事業所でリー
ダーを務める女性２名を事例発表者として迎え、女性
のキャリア形成支援リカレントプログラムを開催し
た。
【受講者数：１５人】
●「おおふなと市民ミーティング」で実施したミニ講
座において、働き方や労働慣行の見直しなどについて
話し合った。
●女性を対象とした就労促進のための就職支援セミ
ナーを１回開催した。
【受講者数：１０人】
●岩手県などが実施する各種セミナーについて、市
ホームページへの掲載や関係各所への周知などを行
い、学習機会の創出を図った。

成果維持

・女性が活躍するためには、女性のみなら
ず、事業者や男性などの意識も変えていく必
要がある。女性活躍推進の理解促進に向け、
関係機関と連携し、各種取組を推進する。

資格取得に係る
費用の支援

●求職者資格取得支援事業を実施し、資格取得に係る
費用の支援を実施した。
【支援件数：６件】

拡充・拡大
・地域ニーズを把握しながら、支援事業の対
象資格の拡充を検討する。

市民講座の効果
的・戦略的な開
催

●情報化、国際化への対応やリカレント教育の視点を
取り入れるなど、市民の学習ニーズや地域課題に対応
した講座を実施した。
・明治大学連携講座（１講座全２回開催）
「映像をいかに使いこなすか～映像の企画・撮影・編
集～」
【受講者数：延べ２９人】

拡充・拡大
・連携先の拡大を図るため、明治大学以外の
教育機関を新たに検討することとする。

2

中学校にお
けるキャリ
ア教育の推
進

就業体験授業な
どの実施

●８月３０日に、１４社の企業などを招いて、中学
１・２年生を対象にキャリアチャレンジデイを実施し
た。
【参加生徒数：２４０人】

成果維持
・より良い就業体験の機会を提供できるよ
う、在り方を検討する。

学校教育課 市

3
女性等就業
相談員によ
る就職支援

女性等就業相談
員による相談・
支援

●市庁舎内での相談対応、市内子育て支援拠点での出
張相談などに加え、求職中及び転職を希望する女性を
対象とした就職支援セミナーを１２月に１回開催し
た。
【相談件数：市庁舎内３７件、出張相談４３件】
【受講者数：１０人】

成果維持
・引き続き、就業相談などに対応しながら、
女性の就職支援に努める。

商工企業課 市

1

キャリア
アップ講座
やリカレン
ト教育の推
進

国、県、商工会議所、大学などの
関係機関と連携し、デジタル化に
資する国の制度や交付金などを活
用したデジタル人材の育成を始
め、働く場で活躍する女性のキャ
リアアップやリカレントに係る講
座・教室を開催するほか、資格取
得に係る費用の支援を行う。
また、市が開催する市民講座にお
いて、リカレント教育の視点を取
り入れながら、市民の学習ニーズ
や地域課題に対応した多様な分野
の講座を効果的かつ戦略的に開催
する。

男女共同参
画室

デジタル戦
略課

商工企業課
中央公民館

性別にとらわれず、主体的に多様
な職業を選択することができるよ
う、中学生向けの就業体験などを
行う。

女性等就業相談員を配置し、働き
たい女性の就業相談や就職に向け
た各種情報の提供を行うなど、関
係機関と連携しながら女性の就業
を支援する。

内容

国
県
市

商工会議所
大学など

21 〔基本目標 ３〕



具体的取組　(3)職場でのワーク・ライフ・バランスの改善

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

1

事業者への
働き方改革
に関する情
報提供と実
践支援

ホームページな
どでの情報提供
や研修会などの
開催

●大船渡商工会議所主催の事業者向け説明会におい
て、岩手労働局・岩手県と連携し、各種制度の説明を
行うとともに、市の男女共同参画に係る取組や必要性
などについて周知を図った。
【受講者数：約２０人】
●市内事業者が参加した「おおふなと市民ミーティン
グ」においてミニ講座を実施し、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進、働き方や労働慣行の見直しの必要性な
どについて話し合った。
●市ホームページでの情報提供に加え、県と共同で市
内事業所を訪問し、「くるみん」や「えるぼし」、
「ユースエール」などの認定制度の周知及び認定取得
のメリットなどの情報提供を行った。

成果維持

・関係機関と連携し、効果的な情報発信を行
うほか、研修機会の創出を図る。
・事業者に引き続き情報提供を行い、ワー
ク・ライフ・バランスの推進に努める。

男女共同参
画室

商工企業課

国
県
市

商工会議所
事業者など

ホームページな
どでの情報提供

●労働関連法令の法改正に伴う育休制度などについ
て、市ホームページにて情報提供を行った。

成果維持
・被雇用者に引き続き情報提供を行い、被雇
用者のワーク・ライフ・バランスの改善に関
する理解を促進する。

図書展やパネル
展などの開催

●催事会場などにおいて啓発パネルの展示や関連リー
フレットなどを配置し、周知や理解促進を図った。
 ・「男女共同参画関連図書展」
 ・「いわて男女共同参画オンラインセミナー上映会」
 ・「おおふなと市民ミーティング」
 ・「大船渡市産業まつり」
●「おおふなと市民ミーティング」において、高校生
を含む参加者に対し、働き方と家庭生活の両立につい
て考える機会となるよう、ミニ講座を実施した。
●市職員を対象に、男女共同参画とワーク・ライフ・
バランスを考える講座を実施した。
【受講者数：４１人】
●市広報紙の「いきいき通信」において、ワーク・ラ
イフ・バランス関連記事を掲載し、理解促進を図っ
た。
●「大船渡産業まつり」で、市民活動団体が実施する
「家庭生活における家事労働を考えるアンケート」の
支援を行い、家庭内でワーク・ライフ・バランスを考
える機会の創出を図った。

拡充・拡大

・ひとりひとりの理解促進を促すため、関心
を引く掲示方法や周知方法などの工夫が必要
である。今後も市民の目に触れる機会や研修
などの機会を積極的に設け、啓発と周知を図
る。

男女共同参
画室

商工企業課

国、県、商工会議所などの関係機
関と連携し、事業者に対して、
ワーク・ライフ・バランスの推進
によるメリットを示しながら労働
環境の整備実践を働きかける。

2

働き方改革に関する事業者への働
きかけと連動しながら、家庭生活
の改善などに係る被雇用者向けの
情報提供を行う。

内容

市

「ワーク・
ライフ・バ
ランス」の
改善に関す
る被雇用者
の理解促進

22 〔基本目標 ３〕



№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

●市ホームページでの情報提供に加え、県と共同で市
内事業所を訪問し、認定制度等取得のメリットなどを
周知し、取得を呼びかけた。

成果維持
・事業者に引き続き情報提供を行い、認定制
度取得企業の拡大に努める。

●催事会場等において関連リーフレットやポスターな
どを掲示し、周知を図った。
 ・「男女共同参画関連図書展」
 ・「いわて男女共同参画オンラインセミナー上映会」
 ・「おおふなと市民ミーティング」

拡充・拡大
・性別を問わず働きやすい職場環境の実現に
向け、事業者に対し、「くるみん」などの各
種制度の理解促進に努める。

●審査項目の検討を行った結果、市内工事業者に「く
るみん」の認証を受けている業者がなく、入札参加資
格の審査項目における配点も少ないため、審査項目へ
の追加は見送った。
「いわて子育てにやさしい企業」、「女性活躍認定企
業」については、引き続き審査項目として採用してい
る。

拡充・拡大

・「いわて子育てにやさしい企業」は入札参
加資格の審査項目として既に導入し、市ホー
ムページなどで周知している。
・「くるみん」を審査項目に追加することに
ついては、令和９年２月より開始する入札参
加資格申請受付までに検討し、審査項目の追
加が決定した場合は、市ホームページなどで
周知をする。

市優遇措置の強
化の検討

●審査項目の検討を行った結果、市内工事業者に「く
るみん」の認証を受けている業者がなく、入札参加資
格の審査項目における配点も少ないため、審査項目へ
の追加は見送った。
「いわて子育てにやさしい企業」、「女性活躍認定企
業」については、引き続き審査項目として採用してい
る。

拡充・拡大

・「いわて子育てにやさしい企業」は入札資
格の審査項目として既に導入している。「く
るみん」を審査項目に追加することについて
は、令和９年２月より開始する入札参加資格
申請受付までに検討する。

職場におけるＤ
Ｘの推進

●総務省地域情報化アドバイザーによる市民・事業者
向けのセミナーを開催するとともに、市幹部職員向
け、市職員向けのセミナーを２回実施した。
【市民・事業者の受講者数：２２人】
【市幹部職員・市職員の受講者数：１０１人】
●デジタル推進アドバイザーによる市職員向けの研修
を全４回コースで開催した。
【受講者数：延べ１０３人】

成果維持
・セミナー等を継続して開催し、意識改革に
つなげ、ＤＸの推進を図る。

デジタル化に資
する国の制度や
交付金などを利
用した職場環境
の改善

●市役所において、証明発行手続きなどに関する「書
かない×ワンストップ窓口」の運用を継続し、対象業
務の拡大に向けて取組を進めた。
※対象業務の拡大は、林野火災の影響により翌年度に
延期。

拡充・拡大
・ライフイベントに応じた「書かない×ワン
ストップ」の対象業務の拡大を図る。

ホームページな
どでの情報提供

商工企業課
男女共同参

画室
契約検査室

国
県
市

商工会議所
事業者など

デジタル田園都市国家構想推進の
一環として、テレワークを始めと
する在宅勤務など、事業者のデジ
タルトランスフォーメーション
（ＤＸ）の推進を通じた職場環境
改善に資する取組について、デジ
タル化に資する国の制度や交付金
などを活用して支援する。

デジタル戦
略課

市
事業者

4

職場におけ
るデジタル
トランス
フォーメー
ション（Ｄ
Ｘ）の推進

3

「くるみ
ん」や「い
わて子育て
にやさしい
企業」の拡
大

国、県、商工会議所などの関係機
関と連携し、「くるみん」や「い
わて子育てにやさしい企業」な
ど、国や県が行う認定・表彰制度
について、企業のイメージアップ
に加え、税制や入札などにおける
優遇措置などのメリットを周知
し、女性活躍推進に取り組む事業
者の拡大を図るほか、市営建設工
事の入札における優遇措置の強化
について検討する。

内容

23 〔基本目標 ３〕



具体的取組　(4)育児・介護と仕事を両立できる職場環境づくり

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

研修会などの開
催

●岩手県が実施する事業者向けの関連セミナーの開催
などについて、適時情報提供を行い、受講機会の創出
を図った。
●「おおふなと市民ミーティング」で実施したミニ講
座において、働き方や労働慣行の見直しなどについて
話し合った。

拡充・拡大
・男女がともに育児や介護休業を取得しやす
い職場環境づくりの促進に向けた啓発活動を
行う。

ホームページな
どでの情報提供

●市広報紙の「いきいき通信」において、育児・介護
休業法改正について周知を行った。
●市ホームページにより、労働関連法令の法改正を中
心とした周知を行った。

成果維持
・関係機関と連携し、市内事業者に対し、育
児・介護休業制度の周知を行うとともに、制
度の活用を働きかける。

ホームページな
どでの情報提供

●市ホームページにより、労働関連法令の法改正を中
心とした周知を行った。

成果維持
・関係機関と連携し、被雇用者に対し、育
児・介護休業制度の周知を行い、制度の理解
促進を図る。

図書展やパネル
展などの開催

●催事会場などにおいて、関連リーフレットを配架
し、情報提供を行った。
 ・「男女共同参画関連図書展」
 ・「いわて男女共同参画オンラインセミナー上映会」
 ・「おおふなと市民ミーティング」
●市広報紙の「いきいき通信」において、育児・介護
休業法などの改正に関する記事を掲載し、理解促進を
図った。

拡充・拡大
・引き続き、市広報紙などを通じ、各種休業
制度の周知を行う。

具体的取組　(5)女性活躍に向けた取組を市が率先して推進

№
事業

（取組）名
実施内容 令和６年度取組状況

今後の方向性
(４段階評価)

課題・改善策等 主管課 実施主体

1

管理職や監
督職への女
性職員の登
用

研修会などの開
催

●新任女性係長に、リーダー養成研修の受講を促し
た。
【受講者数：３人】
●仕事の分担におけるバイアス（先入観、偏見）の排
除に留意し、職務内容と適性に基づく人事配置を行っ
た。

成果維持

・管理監督職に対する不安やハードルの高さ
を感じる職員が依然として存在することか
ら、引き続き企画立案・調整業務を伴う部署
への計画的なローテーションを実施し、業務
経験の蓄積と自信の醸成を図る。

総務課 市

2
男性職員の
育児参画の
促進

研修会などの開
催

●職員の妊娠・出産・育児と仕事の両立を支援するた
め、両立支援制度についてまとめたハンドブックを作
成し、庁内の情報共有システムにおいて周知した。
●当該ハンドブックに、男性職員の育児休業促進につ
いての特設ページ（育児休業取得者へのインタ
ビュー）を設けた。

成果維持
・引き続き男性の育児休業取得率が100％とな
るよう、育児休業が取りやすい職場環境の整
備に取り組む。

総務課 市

相談窓口の充実
●「妊娠・出産・育児と仕事の両立支援ハンドブッ
ク」を作成し、育児休業制度及び相談窓口の周知を
図った。

拡充・拡大
・左記ハンドブックは正規職員版を先行して
作成したことから、今後は会計年度任用職員
版についても作成する必要がある。

庁内での情報共
有

●女性活躍推進に向け、市ホームページでの情報公表
を継続するとともに、時間外勤務の縮減に関する取組
として、「時間外勤務の縮減に係る指針」を策定し、
ワーク・ライフ・バランスの推進と職場環境の改善に
努めた。

成果維持

・仕事と家庭生活・社会活動の両立に向けた
意識の醸成を図るため、ワーク・ライフ・バ
ランスの重要性について庁内での情報共有を
進め、職場全体での理解と取組の促進に努め
る。

総務課 市

国
県
市

商工会議所
関係機関
事業者

2

育児・介護
休業制度に
関する被雇
用者の理解
促進

育児・介護休業制度に関する事業
者への活用促進と連動しながら、
休業可能日数や時期など、被雇用
者向けに情報提供を行う。

男女共同参
画室

商工企業課
市

内容

女性活躍推進や女性リーダー育成
に関する研修を実施するととも
に、性別により固定される傾向に
ある職種や部署への配属を見直
し、性別にとらわれない人事配置
を推進する。

男性職員に対して育児参画の意義
や配偶者の出産前後の状況などに
関する研修を実施するほか、男性
職員の育児参画の取組を推進す
る。

3

仕事と家庭
生活･社会活
動の両立に
向けた相談
体制の充実

育児休業などに関する相談体制を
充実させるとともに、休業取得状
況などを庁内で情報共有するなど
しながら、ワーク・ライフ・バラ
ンスの改善を図る。

1

事業者にお
ける育児・
介護休業制
度の活用促
進

男女がともに育児や介護休業を取
得しやすい職場環境を促進するた
め、商工会議所などの関係機関と
連携しながら、育児・介護休業制
度や助成制度を周知し、活用を働
きかける。

男女共同参
画室

商工企業課

内容

24 〔基本目標 ３〕
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大船渡市男女共同参画推進条例 

平成 14 年 2 月 27 日 

条例第 1号 

 

前文 

男女は、人として平等な存在であり、互いに人権を尊重し、男女共同参画社会を実

現することは、私たちの願いである。 

これまでも国内の動向と協調しつつ、男女共同参画の施策を積極的に展開してきた

が、今なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が依然として根

強く存在している。 

21 世紀を迎え、少子・高齢化、国際化の進展をはじめとする社会経済情勢の急速な

変化に的確に対応し、真に調和のとれた活力のある地域社会を築いていくためには、

男女が個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社

会の実現が重要である。 

ここに、私たちは男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、男女共同参画推

進についての基本理念を明らかにするとともに、市民、事業者及び公共的団体が一体

となって、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業

者及び公共的団体の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進

し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必

要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

(基本理念) 

第 3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり、その推進が図られなけれ

ばならない。 

(1) 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が

直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこ

と、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、配偶者その他の男

女間における暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを基

本として、行われなければならない。 

(2) 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく
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社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影

響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。 

(3) 男女共同参画の推進は、市における政策又は事業所及び公共的団体における

方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保されることを基本と

して、行われなければならない。 

(4) 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び職業生活等社会に

おける活動に対等に参画することができるようにすることを基本として、行われ

なければならない。 

(5) 男女共同参画の推進は、国際協調、国際理解及び国際交流の促進を図ることを

基本として、行われなければならない。 

(市の責務) 

第 4条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付け、前条に掲げる基本

理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積

極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者、公共的団体、国及び他の地方

公共団体と連携して取り組むよう努めるものとする。 

(市民の責務) 

第 5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあら

ゆる分野において男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者及び公共的団体の責務) 

第 6条 事業者及び公共的団体は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当た

っては、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第 7条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、性別による差別的な取扱

い、男女間における暴力的行為及びセクシュアル・ハラスメントを行ってはならな

い。 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第 8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び異

性に対する暴力等を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わない

よう努めなければならない。 

 

第 2章 男女共同参画推進に関する基本的施策 

(行動計画) 

第 9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、男女共同参画の推進に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定する

ものとする。 

2 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び公共的団体(以下「市

民等」という。)の意見を反映させるよう努めるとともに、大船渡市男女共同参画審

議会の意見を聴かなければならない。 

3 市長は、行動計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 



27 

 

4 前 2項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 10 条 市は、あらゆる分野における施策を策定し、及び実施するに当たっては、

男女共同参画の推進に配慮するものとする。 

(積極的改善措置) 

第 11 条 市は、あらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差

が生じないよう市民等と協力し、積極的改善措置に努めるものとする。 

(家庭生活、職業生活等の両立促進) 

第 12 条 市は、男女が共に家庭生活、職業生活等を両立することができるようその

支援に努めるものとする。 

(教育における男女共同参画の促進) 

第 13 条 市は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参

画を促進するよう努めるものとする。 

(普及啓発) 

第 14 条 市は、市民等の男女共同参画についての理解を促進するために必要な広報

活動等を行うよう努めるものとする。 

(市民等の自主的な活動への支援) 

第15条 市は、市民等が実施する男女共同参画の推進に関する自主的な活動に対し、

情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(推進体制) 

第 16 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び

推進するための体制を整備するものとする。 

(年次報告) 

第 17 条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公

表するものとする。 

(苦情及び相談窓口) 

第 18 条 市長は、市が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進を阻

害する行為に関する苦情及び相談を処理するための窓口を置き、関係行政機関と連

携を図り、苦情及び相談の適切な処理に努めるものとする。 

(情報の収集及び分析) 

第 19 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び施策の効果的な推進の

ため、男女共同参画に関する情報の収集及び分析を行うものとする。 

 

第 3章 大船渡市男女共同参画審議会 

(設置) 

第 20 条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、大船渡市男女

共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第 21 条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 第 9条に規定する行動計画に関すること。 

(2) 男女共同参画の推進に関する基本的施策に関すること。 

(3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。 
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(組織) 

第 22 条 審議会は、委員 25 人以内をもって組織し、委員は、市民のうちから公募に

より選出された者のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 知識経験者 

(2) 事業者及び公共的団体に属する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

(任期) 

第 23 条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 24 条 審議会に会長及び副会長各 1人を置き、委員の互選とする。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第 25 条 審議会は、会長が招集し、議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は

説明を聴くことができる。 

(庶務) 

第 26 条 審議会の庶務は、協働まちづくり部において処理する。 

 

第 4章 雑則 

(補則) 

第 27 条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

1 この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この条例施行の際現に大船渡市女性懇談会の委員である者は、この条例の施行の

日に、第 22 条の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期

は、第 23 条本文の規定にかかわらず、平成 15 年 5 月 31 日までとする。 

 

附 則(平成 24 年 9 月 25 日条例第 27 号) 

この条例は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。 

 

附 則(令和 2年 12 月 18 日条例第 40 号)抄 

 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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